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1 R2.9.28 R2.10.8

新宿線10-300形車両1,2次車前面・側面・運行番号表示器表示一覧
新宿線10-300形車両3次車以降表示器表示仕様書
大江戸線12-000形車両車外表示器表示リスト
荒川線車両車外表示器表示内容リスト

24 1
車両電気部
車両課

2 R2.9.30 R2.10.9
レゾナント・システムズ製　音声合成放送装置　仕様書
レゾナント・システムズ製　液晶系統設定器　仕様書

6 1
自動車部
車両課

3 R2.9.30 R2.10.14 新しい生活様式への対応（時間帯別運賃） 1 1 1 1 1

「導入例」中段に記載されている情報は、交通局
の内部又は相互間における審議、検討又は協議に
関する情報であって、公にすることにより、外部
からの干渉、圧力等により行政の内部の自由かつ
率直な意見の交換が妨げられ意思決定の中立性が
損なわれるおそれがあり、また、未成熟な情報が
確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため。（東京都情報公開条例第
７条第５号に該当）
「他社の動向」下段に記載されている情報は、法
人に関する情報であって、公にすることにより、
当該法人の社会的評価、社会的活動の自由等が損
なわれると認められる情報であるため。（東京都
情報公開条例第７条第３号に該当）
また、これらは交通局が法人等から収集した情報
であり公にすることにより、交通局の信用・信頼
が失われ、交通局の事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれががあるため（東京都情報公開条例第
７条第６号に該当）

電車部
営業課

4 R2.10.12 R2.10.19 荒川線車両車外表示器表示内容リスト 6 1
車両電気部
車両課

5 R2.10.12 R2.10.21 新宿線案内表示器（LED）表示イメージ 14 1
車両電気部
信号通信課

6 R2.9.14 R2.10.26

都営バス品川営業所　全路線スタフ（最新版・御殿山ガーデン送迎も含
む）
都営バス有明営業所　波01系統スタフ（最新版）
都営バス江東営業所　東京ダイヤビル送迎スタフ（最新版）
都営バス江戸川営業所　競艇送迎バススタフ（最新版）

434 1
自動車部
計画課

決定区分 （根拠規定）条例７条


